
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
植栽マットの敷設面上に平面状の保水層が形成され、該保水層上に該植栽マットが複数連
続して敷き詰められ、該植栽マットが、底部近傍に開口部を有する凹型のセルが設けられ
、該セルを互いに連結リブで連設してなるマットフレームからなり、該連結リブが該マッ
トフレームの側壁上端部よりも低く形成されていることを特徴とする植栽設備。
【請求項２】
前記植栽マットが敷き詰められた状態で、前記連結リブとセル側面と保水層に囲まれた空
間で所要経路の給水管配設用空間部を形成するように該植栽マットが連続して敷設される
ことを特徴とする請求項１記載の植栽設備。
【請求項３】
植栽マットの敷設面上に複数の貯水槽に区画された貯水槽トレーが敷き詰められ、該貯水
槽トレー上に該植栽マットが連続して敷き詰められ、該植栽マットが、底部近傍に開口部
を有する凹型のセルが設けられ、該セルを互いに連結リブで連設してなるマットフレーム
からなり、該連結リブが該マットフレームの側壁上端部よりも低く形成されていることを
特徴とする植栽設備。
【請求項４】
前記植栽マットが敷き詰められた状態で、前記連結リブとセル側面と貯水槽トレーに囲ま
れた空間で所要経路の給水管配設用空間部を形成するように該植栽マットが複数連続して
敷設されることを特徴とする請求項３記載の植栽設備。
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【請求項５】
植栽マットが敷設面上の不陸に追従して複数連続して敷き詰められ、該植栽マットが、底
部近傍に開口部を有する凹型のセルが設けられ、該セルを互いに連結リブで連設してなる
マットフレームからなり、該連結リブが該マットフレーム側壁上端部よりも低く形成され
ていると共に、少なくとも該連結リブが可撓性を有することを特徴とする植栽設備。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明が属する技術分野】
本発明は、ビルの屋上等の人工地盤上に設けて、植物、特に地被植物を育成する植栽設備
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、ビルの屋上、テラス、ベランダのように平面的な敷設面を有する箇所に植物を植栽
する場合には、防水層及び防根層を形成し又はシートを敷き、その上に土壌を盛って、芝
生等の地被植物、草木、野菜などを植栽していた。
【０００３】
しかし、上記のように土壌を敷設すると、敷設面にかかる荷重は多大なものとなり、防水
層等の設備も必要となる。そのため、既存の建築物には適用し難く、新建築物にはコスト
負担が大きくなる。
【０００４】
また、上記の植栽設備では、敷設された土壌が雨水等で流出したり、乾燥して風で飛散し
たりすることから、土壌が減少して植物の育成が阻害されるおそれがあり、さらには水分
の補給管理も面倒である。
【０００５】
さらには、上記の土壌の敷設は大がかりな作業となり、非常な時間と労力を要する。そし
て、一般に防水層の寿命は１０年～１５年と言われており、また、寿命以外にも植栽工事
などにより、不慮にして敷設面、防水層に損傷を生じた場合には、漏水防止のために植栽
植物や土壌を撤去し、防水層を補修する必要がある。この撤去作業にも、非常な時間と労
力を要する。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は上記の問題点に鑑みて提案されたもので、人工地盤上での植栽を可能にするため
、軽量で既存の建築物にも適用でき、土壌や水分の管理が容易であり、さらには敷設、撤
去に多大な労力、時間やコストを要さない植栽マットを敷設する植栽設備を提供すること
を目的とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために本発明による植栽設備は、以下の構成としたものである。
【０００８】
　本発明の植栽設備或いは植栽マットの敷設方法は、植栽マットの敷設面上に平面状の保
水層を形成し、該保水層上に該植栽マットを所要数敷き詰めることを特徴とする。例えば
、植栽マットの敷設面上に平面状の保水層が形成され、該保水層上に該植栽マットが複数
連続して敷き詰められ、該植栽マットが、底部近傍に開口部を有する凹型のセルが設けら
れ、該セルを互いに連結リブで連設してなるマットフレームからなり、該連結リブが該マ
ットフレームの側壁上端部よりも低く形成されている 植栽設備とする。

又、植栽マッ
トが敷き詰められた状態で、連結リブとセル側面と保水層に囲まれた空間で所要経路の給
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請求項１記載の 尚
、請求項１記載の植栽設備は、後述のマットフレーム２の外周部分上端に設けられた周縁
リブ５ａの高さよりも連結リブ５ｂの高さが低く形成された実施形態である第３例の植栽
マット１を図１８～図２４に示すように保水層２１上に敷設する例に対応し、第１例、第
２例等の周縁リブ５ａと連結リブ５ｂの高さを同一とする構成は除かれる。



水管配設用空間部を形成するように植栽マットが連続して敷設される 植栽
設備とす

【０００９】
さらに、本発明の植栽設備は、植栽マットを敷き詰める際に、植栽マットの隣接相互間に
所用経路の給水管配設用空間部を形成するように敷き詰め、該空間部に給水管を配設し、
該空間部にマットフレームのリブと略同一平面を形成するカバー部材を設けることを特徴
とする。
【００１０】
さらに、本発明の植栽設備は、適宜箇所のリブを幅広に形成したマットフレームからなる
植栽マットを用い、該幅広リブとセル側面と保水層に囲まれた空間で所要経路の給水管配
設用空間部を形成するように、該植栽マットを連続して敷設するとともに、該空間部に給
水管を配設することを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明の植栽設備或いは植栽マットの敷設方法は、植栽マットの敷設面上に、該
植栽マットが収納可能な凹型の貯水槽トレーを敷き詰め、該貯水槽トレー内に上記植栽マ
ットを敷設したことを特徴とし、又、内側を複数の貯水槽に分割した貯水槽トレーを用い
たことを特徴とする。例えば、植栽マットの敷設面上に複数の貯水槽に区画された貯水槽
トレーが敷き詰められ、該貯水槽トレー上に該植栽マットが連続して敷き詰められ、該植
栽マットが、底部近傍に開口部を有する凹型のセルが設けられ、該セルを互いに連結リブ
で連設してなるマットフレームからなり、該連結リブが該マットフレームの側壁上端部よ
りも低く形成されている 植栽設備とする。

又、植栽マットが敷き詰められた状態で、連結リブ
とセル側面と貯水槽トレーに囲まれた空間で所要経路の給水管配設用空間部を形成するよ
うに植栽マットが複数連続して敷設される 植栽設備とす

【００１２】
さらに、本発明の植栽設備は、貯水槽トレー相互の側面上部を連結部材で連結したことを
特徴とし、又は、側面上部に切り欠き凹部を形成した貯水槽トレーを用い、該貯水槽トレ
ー相互の該切り欠き凹部が隣接するように該貯水槽トレーを敷き詰めるとともに、貯水槽
トレーの側面上部を相互に連結部材で嵌着したことを特徴とする。
【００１３】
さらに、本発明の植栽設備は、植栽マットを敷き詰める際に、該植栽マットの隣接相互間
に所用経路の給水管配設用空間部を形成するように敷き詰め、該空間部に貯水槽トレーの
側面上端部又は切り欠き凹部で保持して給水管を配設し、該空間部にマットフレームのリ
ブと略同一平面を形成するカバー部材を設けることを特徴とする。
【００１４】
さらに、本発明の植栽設備は、適宜箇所のリブを幅広に形成したマットフレームからなる
植栽マットを用い、該幅広リブとセル側面と貯水槽トレー底面に囲まれた空間で所要経路
の給水管配設用空間部を形成するように該植栽マットを連続して敷設するとともに、該空
間部に貯水槽トレーの側面上端部又は切り欠き凹部で保持して給水管を配設することを特
徴とする。
【００１５】
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請求項２記載の
る。尚、請求項２記載の植栽設備は、前記第３例の植栽マット１を図２３及び図

２４に示すように保水層２１上に敷設する例に対応し、第１例、第２例等の周縁リブ５ａ
と連結リブ５ｂの高さを同一とする構成や、図１９、図２０の連結リブとセル側面と保水
層に囲まれた空間で所要経路の給水管配設用空間部を形成しない構成は除かれる。

請求項３記載の 尚、請求項３記載の植栽設備は
、上記第３例の植栽マット１を図２５～図３９及び後述の［００７８］に示すように貯水
槽トレー２８上に敷設する例に対応し、第１例、第２例等の周縁リブ５ａと連結リブ５ｂ
の高さを同一とする構成は除かれる。

請求項４記載の る。尚、請求項４
記載の植栽設備は、上記第３例の植栽マット１を図２５～図３９及び後述の［００７８］
に示すように貯水槽トレー２８上に敷設する例に対応し、第１例、第２例等の周縁リブ５
ａと連結リブ５ｂの高さを同一とする構成や、図１９、図２０の連結リブとセル側面と保
水層に囲まれた空間で所要経路の給水管配設用空間部を形成しない構成は除かれる。



さらに、本発明の植栽設備は、所要経路の給水管配設用空間部を形成するように貯水槽ト
レーを敷き詰め、該空間部に該貯水槽トレーと同一高さの凹型の貯水樋を配設し、該貯水
槽トレーの側面上端部と該貯水樋の側面上端部を連結し、該空間部に貯水樋の側面上端部
で保持して給水管を配設し、その上方にマットフレームのリブと略同一平面を形成するカ
バー部材を該リブに嵌合することを特徴とする。
【００１６】
さらに、本発明の植栽設備は、マットフレームの所要箇所のセルを除去し、該除去箇所に
蓋を設けたことを特徴とし、又は、マットフレームの一部を除去し、該除去箇所に植桝を
配置することを特徴とする。
【００１７】
さらに、本発明の植栽設備は、敷き詰めた植栽マットの全周の内、植栽マットと建物の側
壁との空間部分にマットフレームのリブと略同一高さの位置ずれ防止部材を配設し、該空
間部分以外の植栽マット側端部には、マットフレームの上部から敷設面に亘って一端を敷
設面に固定するスロープ又は框を配設したことを特徴とする。
【００１８】
　また、 植栽設備は、植栽マットが敷設面上の不陸に追従して複数連続し
て敷き詰められ、該植栽マットが、底部近傍に開口部を有する凹型のセルが設けられ、該
セルを互いに連結リブで連設してなるマットフレームからなり、該連結リブが該マットフ
レーム側壁上端部よりも低く形成されていると共に、少なくとも該連結リブが可撓性を有
することを特徴とする。

【００１９】
さらに、本発明の植栽設備に於ける植栽マットは、例えば底部近傍に開口部を有する凹型
のセルが設けられ、該セルを互いにリブで連設してなるマットフレームと、該セル内に敷
設されたフィルターと、該セル内で該フィルター上に形設された植物育成材からなるもの
とする。又、例えば植栽マットに設けられる植物育成材を植物又は種子を予め植え込まれ
た植物育成材とする、又は植栽マットを適宜箇所のリブを幅広に形成したマットフレーム
からなるものとする、又は植栽マットをセル内に補強的に仕切部材を配設したマットフレ
ームからなるものとしてもよい。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下、具体的な実施形態に基づいて説明するが、本発明の植栽設備やその植栽マットは以
下の実施形態や実施例に限定されるものではない。
【００２１】
まず、本発明の植栽設備に於ける植栽マットについて説明する。図１は本発明の植栽設備
に於ける植栽マットの第１例の斜視図、図２（ａ）はその平面図、同図（ｂ）はその断面
図である。本実施形態に於ける植栽マット１は、底面側部から側面下部にかけて開口部６
を有する略方形のセル７を互いにリブ５で連設してなるマットフレーム２と、該セル７の
底面に敷設されたフィルター３（図示せず）と、該セル７内のフィルター３上に形設され
た植物育成材４とから構成される。
【００２２】
第１例の植栽マット１に用いるマットフレーム２について、図３（ａ）はその平面図、同
図（ｂ）は正面図、同図（ｃ）は断面図、図４（ａ）はマットフレーム２の部分平面図、
同図（ｂ）はその部分正面図、同図（ｃ）はＡ－Ａ線断面図である。
【００２３】
前記マットフレーム２には複数個の略方形のセル７が凹設され、隣接するセル７相互は、
その上端部を連結リブ５ｂによって連設されている。マットフレーム２の外周部分には、
セル７の上端部に連結リブ５ｂと略同一高さの周縁リブ５ａが設けられている。そして、
各セル７底面の各辺の中心付近には、底面側部から側面下部にかけて、４箇所の開口部６
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請求項５記載の

請求項５記載の植栽設備は、上記第３例の植栽マット１の連結リ
ブ５ｂを後述の［００２４］に示すように可撓性を有するものとした例に対応し、第１例
、第２例等の周縁リブ５ａと連結リブ５ｂの高さを同一とする構成は除かれる。



が設けられている。
【００２４】
リブ５（周縁リブ５ａ、連結リブ５ｂ）の厚さは、可撓性を持たせて敷設面の凹凸等（ス
ラブ）の不陸によく追従させると同時に、マットフレーム２に直接又は歩行板を敷いて人
が乗っても、つぶれない程度の強度を有すること厚さとすることが必要であり、例えば０
．４～２．０ｍｍとするのが良好である。これにより、マットフレーム２は、複数のセル
７底面で支持されて屈曲により安定感を有するとともに、屋上等のスラブ面に敷き詰め可
能な形状となる。また、セル７の厚さについても、リブ５の厚さと同様の配慮が必要とな
る。
【００２５】
マットフレーム２の材質としては合成樹脂製のものが良好であり、塩化ビニル、ポリプロ
ピレン、ポリエステル、ポリエチレン、ポリスチレン等が用いられ、真空成型、ブロー成
型、射出成型、押し出し型等の成型方法で形成される。尚、マットフレーム２の大きさは
適宜であり、実施例では５００×５００×１００ｍｍとした。
【００２６】
開口部６の大きさは適宜であるが、植栽マット１への潅水に対応できる大きさとしなけれ
ばならない。即ち、じょうろ等による植栽マット１への潅水の余剰水の排出や後述する保
水層からの水の吸水に適したものとするとよい。尚、排出された水は、排水のために傾斜
勾配を有するスラブ面上を流れて排水ドレインにより排水される。
【００２７】
植栽マット１のフィルター３と植物育成材４の配置について明らかにするために、第１例
の植栽マットの構成図を図５に示す。マットフレーム２の各セル７の底面にフィルター３
を敷設し、その上に植物育成材４を形設する。植物育成材４の各セル７内への形設は、敷
設面にフレームマット２を敷設する前、後のどちらでもよい。
【００２８】
フィルター３は、土壌流出或いは土壌の減少を防止するために、セル７内の開口部６をふ
さぐように敷設される。フィルター３には不織布、ネット、チュール等を用いる。
【００２９】
植物育成材４は植物生育の培地となるものであり、本実施形態では予め種子を埋設するこ
とができる軽量ブロック資材を使用した。軽量ブロック資材とは、例えば、培養土をでん
ぷん糊などのバインダと共に型枠に入れ、プレス機によって厚みが約半分になるようにプ
レスし、熱風を通過させて硬化させたものである。これにより、所望のブロック状の培養
土が得られる。
【００３０】
また、植物育成材４として、マットフレーム２上に客土を山積みし、刷毛でならして各セ
ル７内に平らに土詰めしてもよい。この場合客土としては、パーライト、バーミキュウラ
イト、ピートモス、肥土などを混合した、保水性が良く排水が良好な軽量土壌が好ましい
。
【００３１】
植物育成材４に植える植物としては、芝、アイビー類、フッキソウ類等の地被植物である
が、これに限定されることなく低木等でもよい。これらの植物は、苗又は成育植物の状態
で植物育成材４に植えられる。植物育成材４が軽量のブロック材の場合には、該ブロック
状の植物育成材４に苗又は成育植物を事前に繁茂させて、セル７内に詰めることもできる
。
【００３２】
また、苗等の替わりに種子を使用することもできる。種子は植物育成材４に蒔くことを基
本とするが、植物育成材４が軽量ブロック資材の場合には、予めブロックの中に埋め込ん
でおいてもよい。さらには、一般的なバラバラの種子の他、有機質又は、無機質のシート
に種子を付着させた種子シート１７を用いることもできる（図１７参照）。種子シート１
７を使用する場合には、植物育成材４の表面にでんぷん質などの溶液を散布し、その上面
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に種子シート１７を貼付しておく。
【００３３】
次に、本発明の植栽設備に於ける植栽マットの他の実施例について説明する。図６（ａ）
は第２例の植栽マットのマットフレームの部分平面図、同図（ｂ）はその部分正面図、同
図（ｃ）はＢ－Ｂ線断面図、図７は第２例の植栽マットの構成図である。
【００３４】
第２例では、セル７の底面に十字型の凸状の底部リブ５ｃが形設されており、底部リブ５
ｃの内部は、セル７の底部中心から側面下部にかけて連なる空間状態になっている。底部
リブ５ｃには、４箇所の底部リブ開口部６ａが設けられている。セル７とフィルター３と
植物育成材４の組み合わせは、図７に示す如く、上記第１例と同様である。従って、潅水
された余剰水は、底部リブ開口部６ａから底部リブ５ｃ内部の空間を通って、セル７の側
面下端部に導かれ排出される。
【００３５】
さらに、マットフレーム２の周縁リブ５ａと連結リブ５ｂの高さが異なる実施形態につい
て示す。図８（ａ）は第３例の植栽マットのマットフレームの斜視図、同図（ｂ）はその
周縁リブの部分断面図である。
【００３６】
第３例では、周縁リブ５ａと連結リブ５ｂの高さを同じにせず、周縁リブ５ａの高さより
も連結リブ５ｂの高さを低く形成してある。周縁リブ５ａと連結リブ５ｂの高さの相違に
ついては特に限定するものではないが、例えば１０～２０ｍｍ低く形成すると良好である
。尚、本例では、周縁リブ５ａは外側に折れ曲がる鍵上のものとした。
【００３７】
かかる構成により、客土を周縁リブ５ａの高さまで詰めて植物を育成するにあたり、潅水
により客土が沈下した際に、該客土の上面と連結リブ５ｂとの高さが略同一平面になる、
また、客土を連結リブ５ｂの高さまで詰めた後に、切芝をその上面に並べて目土仕上げし
た際に、周縁リブ５ａと略同一平面になるので、仕上がりの状態がよくなる作用がある。
また、植栽マット１相互間の根の絡み合いが防止できるので、植栽マット１の移設のとき
便利である。
【００３８】
ここで、図９に周縁リブ５ａの連設状態を例を示す。敷設によるマットフレーム２の側面
上端部にある周縁リブ５ａは、上記例では全周に設けているが、所要辺にのみ設ける、全
く設けない等でもよい。
【００３９】
そして、隣接するマットフレーム２の周縁リブ５ａ相互の連設手段も適宜で、図９（ａ）
は外向きの水平な周縁リブ５ａを有し、隣接するマットフレーム２の周縁リブ５ａ相互を
重ね合わせたもの、同図（ｂ）は外向きに垂下げた構造の周縁リブ５ａを有し、隣接する
マットフレーム２の該周縁リブ５ａ相互を重ね合わせ係合させたもの、同図（ｃ）は外向
きの水平な周縁リブ５ａを有し、隣接するマットフレーム２の周縁リブ５ａ相互を突き合
わせたもの、図９（ｄ）は周縁リブ５ａを形成せず、隣接するマットフレーム２の側面上
端の周縁部相互を突き合わせたもの等がある。
【００４０】
次に、本発明の植栽設備に於ける植栽マット１に用いるマットフレーム２の適宜箇所のリ
ブ５を幅広にした実施例について説明する。図１０（ａ）は第４例の植栽マットの幅広リ
ブを有するマットフレームの平面図、同図（ｂ）はその正面図、同図（ｃ）はその断面図
であり、図１１（ａ）は第４例の幅広リブを有する植栽マットの平面図、同図（ｂ）はそ
の正面図、同図（ｃ）はその断面図である。
【００４１】
本実施例では、マットフレーム２の縦横中心で、連結リブ５ｂが十字型に幅広に形成され
ているが、これに限定されるものではない。即ち、適宜箇所の縦方向や横方向の周縁リブ
５ａ、連結リブ５ｂを幅広に形成することが可能であり、縦方向のみ、横方向のみ、又は
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縦横方向など適宜にリブ５を幅広にして良い。また、リブ５の幅は、必要に応じて適宜決
定される。
【００４２】
そして、幅広にしたリブ５を有する植栽マット１のみを組み合わせて使用しても、幅広に
したリブ５を有しない植栽マット１と組み合わせて使用してもよい。
【００４３】
幅広にしたリブ５を有する植栽マット１は、後述の潅水装置の配設において、給水管の設
置を容易にすることができる作用がある。
【００４４】
次に、植栽マット１に用いるマットフレーム２のセル７に、仕切部材８を形成する実施例
について説明する。図１２は第５例の植栽マット１に於ける仕切部材８を一体成形したマ
ットフレームの斜視図であり、各セル７は壁型の仕切部材８によって画成部７ａに分けら
れている。
【００４５】
本実施例では、壁型の仕切部材８はマットフレーム２の製造時に一体成型される。仕切部
材８の形状はクロス状としたが、これに限定されるものではなく、格子状等、形状は適宜
である。仕切部材８の高さは、セル７を連結するリブ５の高さとほぼ同一の高さとした。
【００４６】
また、セル７内にある仕切部材８の中央部及び端部４箇所の上部に肉厚部９が形成され、
その頂面に小穴１０を設けてある。この小穴１０は種子シート１７を使用する場合に、種
子シート１７を固定する役割を果たす。
【００４７】
壁型の仕切部材８によりセル７を画成部７ａに分ける場合には、通水のために画成部７ａ
ごとに開口部６をセル７の底面付近に設けることが好ましいが、画成部７ａごとには設け
ず、仕切部材８の下部に画成部７ａ相互の連通用切り欠きを形成して、セル７の一箇所等
の開口部６で通水を行ってもよい。
【００４８】
上記の仕切部材８はマットフレーム２と一体成型したが、仕切部材８とマットフレーム２
は別体でもよく、その例として、図１３（ａ）に第６例の植栽マットに於ける別体の仕切
部材を配置したマットフレームの拡大平面図、同図（ｂ）にそのＣ－Ｃ線断面図を示す。
【００４９】
本実施例では、セル７内に別部材としてクロス状の仕切部材８を配設し、仕切部材８の中
央部及び端部４箇所の上部には、上記と同様に肉厚部９が形成され、その頂面に小穴１０
を設けてある。仕切部材８の高さは、セル７のリブ５の高さと略同一であるが、これに限
定されるものではない。
【００５０】
そして、セル７の側面下部から底面中心に向かって隆起部１１が形成され、該隆起部１１
のセル７中心方向への端部の上面には、通水のための開口部６が設けられている。隆起部
１１の内側は逆Ｕ字型の空間である凹溝１１ａになっており、開口部６を通った余剰水は
凹溝１１ａから排出される。
【００５１】
別体の仕切部材８の別例を図１４乃至図１６に示す。図１４（ａ）は上下に一体に嵌合す
る仕切部材８の斜視図、同図（ｂ）は嵌合状態にある上記仕切部材の斜視図である。２枚
の平板８ａを切り欠き１２で上下に一体に嵌合させて、仕切部材８とする。図１５は凹凸
に嵌合する仕切部材８の斜視図であり、２枚の略直角板８の中央部平面において、凸部１
３と凹部１４で凹凸に嵌合させて、仕切部材８とする。図１６は円弧部を凹凸に係合する
仕切部材８の斜視図であり、２枚の湾曲板８ｂの中央部において、円弧凸部１５と円弧凹
部１６で凹凸に係合させて仕切部材８とする。
【００５２】
これらの仕切部材８は、いずれも分離可能であることから、保管・搬入時に場所をとらず
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、さらに、図１４の仕切部材８は、嵌合状態で矢印の方向に回転させて折りたたむことが
可能であり、分離せずともある程度上記と同様の作用がある。
【００５３】
実際に仕切部材８を設けた植栽マット１の例を図１７に示す。マットフレーム２の各セル
７内にフィルター３（図示せず）を敷設し、フィルター３の上に別体のクロス状の仕切部
材８を配設する。仕切部材８の配設でセル７は画成部７ａに分割されている。各画成部７
ａには、植物育成材４がリブ５の上端部まで詰められている。
【００５４】
そして、マットフレーム２の上部開口１９に種子シート１７が載置され、種子シート１７
は、ピン・釘等の止め具１８と、仕切部材８の中央部・各端部に設けられた小穴１０によ
ってマットフレーム２に止められる。
【００５５】
種子シート１７の固定により、種子シート１７は植物育成材４に面接触し、浮き上がった
り、飛ぶことなく、水分を吸収して発芽することができる。
【００５６】
仕切部材８を用いた場合には、マットフレーム２の上部からの圧力に対する強度を上げて
補強するので、マットフレーム２の敷き詰め時、植栽マット１の敷き詰め時、又は敷設完
了後の保守、点検時等において、その上部を歩行した際に、マットフレーム２の破損を防
止し、植栽マット１の芝等の植物の根へのダメージを和らげる作用がある。
【００５７】
また、各セル７内の植物育成材４につき、客土の場合は長期間における中央部の沈下を防
止し、軽量土壌・軽量ブロック資材の場合はその移動を防止するので、植物育成材４を植
物の育成に対し常に好条件に保つ作用がある。
【００５８】
尚、仕切部材８は図８の連結リブ５ｂが周縁リブ５ａより低いマットフレーム２にも適用
できるもので、植物育成材４を連結リブ５ｂの高さまで詰めた後に、切り芝をその上面に
並べて目土仕上げした際に、周縁リブ５ａと略同一平面とすることもできる。
【００５９】
次に、保水層２１を用いて植栽マット１を敷設する本発明の植栽設備或いは敷設方法の実
施形態について説明する。
【００６０】
図１８（ａ）は保水層の上部に植栽マットを敷設した植栽設備の実施形態の平面図、同図
（ｂ）はそのＤ－Ｄ線断面図である。本実施形態の植栽設備或いは敷設方法は、敷設面２
０にスクリーン状（平面状）の保水層２１を形成し、保水層２１の上に植裁マット１の所
要数を敷き詰めるものである。保水層２１には、化学繊維や天然繊維を使用した織布・不
織布、フェルト、吸水ポリマーをシートに加工したもの、或いはそれらの複合物等を用い
る。
【００６１】
上記敷設方法を採用することにより、ジョウロ等による上部からの潅水、降雨などの余剰
水の一部は、排水ドレインに排水されることなく、保水層２１に貯水され、セル７内の植
物育成材４が水不足となった場合に保水層２１の水分は底部の開口部６から毛細管現象に
よって吸水される。従って、保水層２１は植物育成材４への水分補給源となって水枯れの
心配がなく、植物の育成に大きく貢献し、管理も容易になる。
【００６２】
そして、保水層２１の存在により、植物の生育の培地となる植物育成材４を少なくしても
、植物の水分の育成条件を好適に保持することができるので、ビル屋上等の敷設面への荷
重負担を軽減できる作用がある。
【００６３】
そして、植裁マット１の底部にある開口部６から出た植物の根張りは、保水層２１上又は
保水層２１内に位置して、敷設面２０を劣化させることがなく、防根の作用を果たす。
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【００６４】
さらに、上記保水層２１上に給水管を配設する植栽設備の実施形態について説明する。図
１９（ａ）は保水層上に植栽マットを敷設して給水管を配設する植栽設備の実施形態の平
面図、同図（ｂ）は上記実施形態のＥ－Ｅ線断面図である。
【００６５】
本植栽設備或いは敷設方法では、敷設面２０に平面状の保水層２１を形成した後、植栽マ
ット１を敷き詰める際に、隣接する植栽マット１の相互間に所用経路の給水管配設用空間
部２２を形成するように敷き詰める。そして、該空間部２２の保水層２１上に該空間部２
２に沿うように給水管２４を配設し、該空間部２２にマットフレーム２のリブ５、即ち、
植栽マット１の上端部と同一平面を形成する逆Ｕ字型のカバー部材２５を給水管２４を覆
うように設ける。
【００６６】
給水管２４は潅水用加圧装置等に接続され、全体として潅水装置を構成する。潅水の種類
には、保水層２１の乾燥状況に合わせて潅水装置のセット及び作動を人が行う手動潅水、
或いは、保水層２１内に湿気センサーを設置した（完全）自動潅水があるが、そのどちら
でも構わない。また、給水管２４による潅水用装置としては、散水方式、ドリッパー方式
及び浸み出し方式があるが、カバー部材２５により水の飛散を防止できるので、いずれで
もよい。
【００６７】
図２０は給水管を配設する場合の施工概念図の一例であり、保水層２１上に設ける所要経
路の給水管配設用空間２２を形成する場合を示す。図２０の如く、給水管配設用空間部２
２に曲がり部２２ａを有する場合、所定の大きさである１種類の植裁マット１により敷設
していくと、曲がり部２２ａにおいて、給水管配設用空間２２幅分の空隙２３が形成され
る。この空隙２３には、図２１に示す細長のセル７をリブ５により連設した細長のマット
フレーム２ａを敷設し、又は後述の図２２（ｂ）のカバー部材２５を配設する。尚、図２
０の施工概念図の別の例として、１種類の植栽マット１を相互間に空隙２３を設けること
なく並設しても差し支えない。
【００６８】
図２２（ａ）は給水管の部分拡大図である。給水管２４は円筒形であるが、かかる形状に
限定されるものではない。給水管２４の周囲には、潅水時に水を流出させるための小孔２
６が適宜箇所に多数設けられている。
【００６９】
図２２（ｂ）はカバー部材の部分拡大図である。カバー部材２５の形状は、逆Ｕ字型の溝
（チャンネル状）であるが、かかる形状に限定されるものではなく、後述する係合平板上
のカバー部材２５ａでもよい（図３８（ａ）参照）。カバー部材２５の側面下部には、給
水管２４から保水層２１へ通水するための略逆Ｕ字形の通水孔２７が適宜箇所に設けられ
ている。
【００７０】
本実施形態では給水管２４による潅水装置により、上述の水分補給、敷設面への荷重負担
軽減、防根に加えて、給水を均一に、さらには自動化して行うとともに、外部への水の飛
散がなく有効な水資源の利用に資することが可能になる。
【００７１】
また、植裁マット１の上端部と略同一平面を形成するカバー部材２５により、植栽マット
１による設備が全体として平面的に形成され、見栄えが非常に良くなる。
【００７２】
上記実施形態ではカバー部材２５により給水管２４を配設しているが、幅広リブ２４によ
り、給水管２４を配設する実施形態について説明する。図２３（ａ）は保水層上に幅広リ
ブを有する植栽マットを敷設して給水管を配設する植栽設備の実施形態の平面図、同図（
ｂ）は上記実施形態のＦ－Ｆ線断面図、図２４は保水層上に幅広リブを有する植栽マット
を敷設して給水管を配設する植栽設備の実施形態の施工概念図である。
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【００７３】
本植栽設備或いは敷設方法は、敷設面２０に平面状の保水層２１を形成した後、植栽マッ
ト１を敷き詰める際に、幅広のリブ５を有する植栽マット１を用い、幅広リブ５とセル７
側面と保水層２１に囲まれた空間で所要経路の給水管配設用空間部２２を形成するように
、植栽マット１を連続して敷設するとともに、該空間部２２に沿うように給水管２４を配
設する。
【００７４】
図２３では、マットフレーム２の連結リブ５ｂが幅広になっているが、これに限定される
ものではなく、周縁リブ５ａでもよく、又その両方でもよい。
【００７５】
本植栽設備或いは敷設方法により、１種類のマットフレーム２で給水管２４を用いた潅水
装置を配設でき、さらに、潅水装置配設用空間部２２に曲がり部２２ａを有する場合でも
、給水管２４は植裁マット１の幅広リブ５内に位置しているので、１種類のマットフレー
ム２で足りる作用がある。
【００７６】
次に、貯水槽トレー２８を用いて植栽マット１を敷設する本発明の植栽設備或いは敷設方
法の実施形態について説明する。
【００７７】
図２５は貯水槽トレーを使用する植栽設備の実施形態に於ける貯水槽トレー、マットフレ
ーム、フィルター層及び植物育成材の構成図である。本実施形態の植栽設備では、植栽マ
ット１の敷設面上２０に、植栽マット１が収納可能な凹型の貯水槽トレー２８を所要数敷
き詰め、その貯水槽トレー２８内に植栽マット１を敷設するものである。
【００７８】
図２６（ａ）は貯水槽トレーを使用する植栽設備の実施形態に於けるマットフレームの部
分平面図、同図（ｂ）はその断面図、同図（ｃ）は上記実施形態の貯水槽トレーの断面図
である。図２６（ｃ）の貯水槽トレー２８は、１つの凹型の貯水槽２９からなるが、複数
の貯水槽２９に区画されたものであってもよい。そして、マットフレーム２を１個又は複
数を収納する、或いは１つのマットフレーム２を複数の貯水槽トレー２８で受ける大きさ
の方形の形状である。
【００７９】
貯水槽トレー２８の材質、成型方法は特に限定するものではなく、合成樹脂製成型品やマ
ットフレーム２と同一の材質のものを使用できる。厚さは、貯水槽トレー２８が敷設面２
０の不陸に適応する程度のものとすると良好である。貯水槽トレー２８の大きさは適宜で
あるが、マットフレーム２の高さの１／２～１／１０の高さ程度のものがよく、実験例と
して１０００×１０００×１０～５０ｍｍの大きさの貯水槽トレー２８を使用した。
【００８０】
貯水槽トレー２８を用いた実施形態では、潅水による余剰水は貯水槽トレー２８に貯水さ
れて底面から潅水される、即ち、植物育成材４に毛細管現象によって水分を供給すること
が可能であり、水枯れの心配がなく、管理が容易になる。
【００８１】
以下、貯水槽トレー２８の例を示す。
【００８２】
図２７はマットフレーム及び貯水槽トレーの斜視図、図２８はマットフレームを貯水槽ト
レーに敷設した状態の斜視図である。マットフレーム２と貯水槽トレー２８の組み合わせ
の一例であり、１６個のセルを有するマットフレーム２を４個収納できる貯水槽トレー２
８に敷設したものである。尚、マットフレーム２の敷き詰めた時の、隣接する周縁リブ５
ａの連接手段は、図９（ａ）～（ｄ）に示したものと同様である。
【００８３】
図２９は、１６個のセル７を有するマットフレーム２と、それを４枚収容できる貯水槽ト
レー２８の斜視図であり、説明の便宜上、貯水槽トレー２８は４つのブロック３０に分け
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て、各々異なる大きさの貯水槽２９を画成してある。
【００８４】
ブロック３０ａは、１６個のセル７を有するマットフレーム２の１つに対し、１つの貯水
槽２９で収容する。ブロック３０ｂは、８個のセル７を１つの貯水槽２９に収容するもの
で、１６個のセルを有するマットフレーム２の１つを、２つの貯水槽２９で収容する。ブ
ロック３０ｃは、４個のセル７を１つの貯水槽２９で収容するもので、１６個のセル７を
有するマットフレーム２の１つに対し、４つの貯水槽２９で収容する。ブロック３０ｄは
、１個のセル７を１つの貯水槽２９で収容するもので、１６個のセル７を有するマットフ
レーム２の１つに対し、１６個の貯水槽２９で収容する。
【００８５】
ブロック３０ａとブロック３０ｃ間の貯水槽画成部２９ａの上部には、各貯水槽２９ごと
に連通するように、１部を切り欠いた通水孔２７ａを形成してある。他の部分においても
、鎖線のごとく通水孔２７ａを形成することにより、各貯水槽２９への通水を容易にする
ことができる。
【００８６】
図３０は複数の貯水槽が設けられた貯水槽トレーの斜視図である。この貯水槽トレー２８
は複数の貯水槽２９に区画され、１つの貯水槽２９に１つのセル７を対応させることが可
能である。
【００８７】
貯水槽２９１つに対し割り当てられるセル７の数を少なくすれば、各セル７内の植物育成
材４に対する水分補給が確実になり、本実施形態で、貯水槽２９とセル７を１対１で対応
させるとより良好になる。この場合に、上述の貯水槽２９の画成部２９ａ上端部に通水凹
部２７ａを形成して、各貯水槽２９への通水を容易にすれば、一層水分補給が確実になる
。さらに、植栽マット１の敷設面２０の排水用傾斜勾配を利用すれば、より有効で効率的
な水分補給が実現できる。
【００８８】
次に、隣接する貯水槽トレー２８同士を連結する例を示す。
【００８９】
図３１は貯水槽トレー相互の連結状態の例を示す斜視図である。本実施形態の植栽設備で
は、植栽マット１の敷設面上２０に、植栽マット１が収納可能な凹型の貯水槽トレー２８
を所要数敷き詰め、その貯水槽トレー２８内に植栽マット１を敷設し、貯水槽トレー２８
相互の側面上端部２８ａを連結部材３１で連結する。
【００９０】
各貯水槽トレー２８は、隣接する側面上端部２８ａの全長に亘り、合成樹脂製等の連結部
材３１、具体的には略逆Ｕ字状の直線連結部材３１ａ、略十字型の連結部材３１ｂ、略Ｔ
字型の連結部材３１ｃを嵌合され、相互を嵌着される。
【００９１】
貯水槽トレー２８同士を連結する場合は、隣接する貯水槽トレー２８相互で、貯水された
余剰水の交換が可能であり、この点から、貯水槽トレー２８の側面上端部２８ａに通水孔
２７ａを設けると、より有利になる。
【００９２】
ここで、貯水槽トレー２８に切り欠け凹部３４を形成した例について示す。図３２は貯水
槽トレー相互の連結状態の変更例を示す斜視図である。
【００９３】
本実施形態の植栽設備では、側面上端部２８ａに切り欠き凹部３２を形成した貯水槽トレ
ー２８を用い、敷設面上２０に貯水槽トレー２８相互の切り欠き凹部３２が隣接するよう
に貯水槽トレー２８を敷き詰めるとともに、切り欠き凹部３２同士に連結部材３１ｄを嵌
合し、貯水槽トレー２８を嵌着する。そして、貯水槽トレー２８内に植栽マット１を敷設
する。
【００９４】
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切り欠き凹部３２の大きさ、形状は、適宜である。そして、隣接する切り欠き凹部３２に
嵌合する連結部材３１ｄは、該凹部３２の形状に合致する形状であり、該凹部３２に凹凸
係合等して部分連結する。また、連結部材３１ｄは切り欠き凹部３２以外の部分で、隣接
する貯水槽トレー２８を連結するものであってもよい。
【００９５】
切り欠き凹部３２を有する貯水槽トレー２８を用いた場合は、切り欠き凹部３２の高さが
貯水槽トレー２８の側面より低いことから、貯水槽トレー２８同士の水分交換がより有効
に行われる。
【００９６】
これら貯水槽トレー２８を用いて植栽マット１を敷設する植栽設備では、ジョウロ等によ
る上部からの潅水、降雨などの余剰水は、マットフレーム２の各セル７の開口６から流出
して、貯水槽トレー２８に貯水される。その貯水高さは、貯水槽トレー２８の側面上端部
２８ａ、通水孔２７ａ或いは連結部材３１ｄを嵌合された切り欠き凹部３２の位置までで
ある。これ以上の余剰水は、隣接貯水槽トレー２８に流入し、最終的には貯水槽トレー２
８からあふれ、敷設面２０上を流れて排水ドレインより排出される。
【００９７】
次に、貯水槽トレー２８を用い、給水管２４による潅水装置を設け、植栽マット１を敷設
する植栽設備の実施形態について説明する。図３３は３種類のマットフレームを敷設して
給水管配設空間を形成した概念図の一例、図３４（ａ）は３種類のマットフレームを敷設
して給水管配設空間を形成した植栽設備の実施形態の平面図、同図（ｂ）はその断面図で
ある。
【００９８】
本実施形態の植栽設備は、敷設面２０に貯水槽トレー２８を敷設した後、植栽マット１を
貯水槽トレー２８内に敷き詰める際に、植栽マット１の隣接相互間に所用経路の給水管配
設用空間部２２を形成するように敷き詰め、該空間部２２に貯水槽トレー２８の側面上端
部２８ａ又は切り欠き凹部３２（図示せず）で保持して給水管２４を配設し、該空間部２
２の給水管２４の上方から、マットフレーム２のリブ５と略同一平面を形成するカバー部
材２５を設けるものである。給水管２４による潅水装置は、上述のものと同様であり、給
水方式は問わない。
【００９９】
カバー部材２５は、上述したチャンネル状のカバー部材２５であり、該カバー部材２５の
下側には、略Ｕ字状の通水孔２７が設けられ、通水孔２７を通して給水管２４から貯水槽
トレー２８へ通水が行われる（図２２参照）。かかるカバー部材２５は、後述する係合部
を有する平板状カバー部材２５ａでもよい。
【０１００】
図３３の如く、給水管配設用空間部２２を形成したときに曲がり部２２ａを有する場合、
所定の大きさである１種類の貯水槽トレー２８を敷き詰めた後、その貯水槽トレー２８内
に給水管配設用空間部２２を形成し得る３種類の大きさのＡ、Ｂ、Ｃのマットフレーム２
を組み合わせて敷設することにより、潅水装置配設用空間２２以外の空隙を生ずることな
く、マットを敷き詰めることができる。
【０１０１】
また、図１９の如く基本的に１種類のマットフレーム２を敷設する場合は、所定の大きさ
の貯水槽トレー２８を敷設し（図示せず）、貯水槽トレー２８内に所定大きさであるマッ
トフレーム２を図示の如く敷設すると、空隙２３が形成される。この空隙２３には、上記
と同様に図２１の細長のマットフレーム２ａを用いた植裁マット１や図２２（ｂ）のチャ
ンネル状のカバー部材２５を配設する。
【０１０２】
尚、上記の植栽設備或いは敷設方法の別の例として、空隙２３を設けることなく、１種類
の貯水槽トレー２８内に１種類のマットフレーム２を並設しても差し支えない。
【０１０３】
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本実施形態では、給水管２４による潅水装置を用いて、有効な水資源の利用が図られる。
即ち、給水すると通水孔２７から水が流出し、貯水槽トレー２８の側面上端部２８ａまで
貯水され、その貯水レベルを超えると上端連結部２８ａを乗り越えて隣接する貯水槽トレ
ー２８に流入し、順次各貯水槽トレー２８の貯水レベルまで貯水される。
【０１０４】
図３５は幅広リブを有する１種類のマットフレームを敷設して給水管配設空間を形成する
植栽設備の実施形態の概念図、図３６（ａ）は幅広リブを有する１種類のマットフレーム
を敷設して給水管配設空間を形成する植栽設備の実施形態の平面図、同図（ｂ）はその断
面図である。
【０１０５】
本実施形態の植栽設備は、敷設面２０に貯水槽トレー２８を敷設した後、植栽マット１を
貯水槽トレー２８内に敷き詰める際に、幅広リブ５を有する植栽マット１を用い、幅広リ
ブ５とセル７側面と貯水槽トレー２８の底面に囲まれた空間で所要経路の給水管配設用空
間部２２を形成するように、植栽マット１を連続して敷設するとともに、該空間部２２に
貯水槽トレー２８の側面上端部２８ａ又は切り欠き凹部３２（図示せず）で保持して給水
管２４を所要経路に配設するものである。給水管２４による潅水装置は、上述のものと同
様であり、給水方式は問わない。
【０１０６】
この場合は、潅水装置に曲がり部２２ａを有する場合でも、給水管２４は植裁マット１の
幅広リブ５内に位置しているので、マットフレーム２は１種類の大きさで足りる。
【０１０７】
次に、貯水槽トレー２８と貯水樋３３を用いて、植栽マット１を敷設する植栽設備或いは
敷設方法の実施形態について説明する。
【０１０８】
図３７は２種類の貯水槽トレーを敷設して給水管配設空間を形成する植栽設備の実施形態
の概念図の一例、図３８（ａ）は２種類の貯水槽トレーを敷設して給水管配設空間を形成
する植栽設備の実施形態の斜視図、同図（ｂ）は上記実施形態の貯水樋の斜視図、図３９
は２種類の貯水槽トレーを敷設して潅水装置配設空間或いは給水管配設用空間を形成する
植栽設備の実施形態の部分断面図である。
【０１０９】
本実施形態の植栽設備は、貯水槽トレー２８の間に所要経路の給水管配設用空間部２２を
形成するように貯水槽トレー２８を敷設面２０に敷き詰め、該空間部２２に貯水槽トレー
２８と同一高さの貯水樋３３を配設し、貯水槽トレー２８の側面上端部２８ａと貯水樋３
３の側面上端部３３ｃを連結部材３１で連結し、該空間部２２に貯水樋３３の側面上端部
３３ｃの給水管位置決め凹部３４で保持して給水管２４を配設し、その上方にマットフレ
ーム２のリブ５と略同一平面を形成するカバー部材２５をリブ５に嵌合する。そして、貯
水槽トレー２８内に植栽マット１を載置するものである。尚、給水管２４を貯水槽トレー
２８内に設ける上記に実施形態との併用も可能であり、また、潅水方式は問わない。
【０１１０】
形成した給水管配設用空間２２に曲がり部２２ａを有する場合、所定の大きさ２種類のＤ
、Ｅの貯水槽トレー２８を敷き詰めて給水管配設用空間２２を形成した後、そのＤ、Ｅ内
に、所定大きさの２種類の植裁マット１を敷設する。そして、該空間部２２には、直線３
３ａと曲がり部３３ｂの貯水樋３３を配設する。
【０１１１】
また、１種類の貯水槽トレー２８を用いて、給水管配設用空間２２を形成した結果できた
空隙には、図２０の細長のマットフレーム２ａ又は図２２（ｂ）のチャンネル状カバー部
材２５と、これを受ける貯水槽トレー２８を準備して対処してもよい。また、空隙を設け
ることなく、１種類の貯水槽トレー２８を並設しても差し支えない。
【０１１２】
貯水樋３３は、貯水槽トレー２８相互間に形成される給水管配設用空間２２に適合する大
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きさ、形状のものであり、また、該空間部２２に適応して、直線３３ａや曲がり部３３ｂ
の貯水樋３３を用いる。貯水樋３３の側面上端部３３ｃのうち、給水管２４を配設する部
分には、給水管の位置決め凹部３４が形成してあり、その内部は貯水用に凹型の空間にな
っている。
【０１１３】
貯水樋３３の両側に位置する貯水槽トレー２８の側面上端部２８ａと、貯水樋３３の側面
上端部３３ｃは、図３１又は図３２の連結部材３１で連結される。
【０１１４】
カバー部材２５には、両側の植裁マット１の上端部への係合する平板状のカバー部材２５
ａを用いるが（図３８（ａ）参照）、図２２のチャンネル状のカバー部材２５を用いて、
カバー部材２５の下端部を貯水樋３３の上端部３３ｃに載置してもよい。
【０１１５】
本実施形態の植栽設備或いは敷設方法により、貯水樋を介して隣接する貯水槽トレー２８
に順次通水され、各貯水槽トレー２８の貯水レベルまで貯水される。
【０１１６】
上記の各植栽設備或いは各施工方法は具体例にして、図面及び説明文に限定されるもので
はなく、その他、請求の範囲内における種々の施工方法を含むものである。
【０１１７】
次に、マットフレーム２に給水口（Ｋ）と点検口（Ｔ）を設けて、植栽マット１を敷設す
る植栽設備の実施形態について説明する。
【０１１８】
図４０は傾斜勾配を有するスラブ面上に植栽マットを敷設して給水口（Ｋ）及び点検口（
Ｔ）を設けた植栽設備の実施形態の概念図である。同図の植栽マット１は、中心付近の高
さが最も高く、周辺に行くに従って低くなる傾斜勾配を有する。
【０１１９】
本実施形態の植栽設備は、植栽マット１を敷設する際に、植物育成材４を形設しないマッ
トフレーム２の所要箇所のセル７を切除し、その部分に開閉又は着脱可能な蓋（図示せず
）を設け、水量の点検口Ｔ又は給水口Ｋとするものである。
【０１２０】
ホース、自動潅水装置等による潅水を、合成樹脂製等のマットフレーム２の下に敷設され
ている保水層２１又は貯水槽トレー２８から行う場合に、排水のための傾斜勾配を有する
敷設面２０の高所・低所等、所要箇所でマットフレーム２のセル７を切除し給水口Ｋや貯
水量の点検口Ｔとする。セル７の切除は、植栽マット１の敷設時、敷設後はもとより、製
造工場で事前に処理をしてもよい。そして、該セル７の切除部分３５の上面には、開閉又
は着脱可能な蓋を設けて、異物の侵入を防止する。
【０１２１】
さらに、点検口Ｔ内の適宜箇所に、水又は湿気を感知するセンサを設置し、これを自動潅
水装置に連動させ、感知センサの作動により、給水口からの潅水作業を自動的に始動させ
る装置とすることもできる。
【０１２２】
本実施形態の植栽設備により、点検口Ｔを目視確認し又はセンサが自動的に水又は湿気の
不足を感知することにより、貯水量が不足の場合は、給水口Ｋによりホース又は自動潅水
装置等で、望ましい水位レベル等まで給水する。従って、水位レベル等の管理が容易にな
る。
【０１２３】
また、植栽マット１の一部に植桝３６を配置して、植栽マット１を敷設する植栽設備の実
施形態について説明する。
【０１２４】
図４１はマットフレームのセルの適宜箇所を切除した植栽設備の実施形態の概念図、図４
２は植桝に低木を植栽した場合の斜視図である。
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【０１２５】
本実施形態の植栽設備は、植栽マット１を敷設面２０に敷設するに際し、少なくともマッ
トフレーム２の一部を除去し、その箇所に植桝３６を配置するものである。即ち、マット
フレーム２の適宜箇所を除去してセル切除空間３５を形成し、その空間３５に、低木３７
などを植えた植桝３６を配設する。
【０１２６】
この植桝３６の下部には開口６が設けられ、その上部には土壌流出防止用フィルター３を
介して植物育成材４が配設され、植栽が行われる。
【０１２７】
マットフレーム２のみを切除する場合は、セル切除空間３５の下部は実施形態に応じて、
敷設面２０、保水層２１又は貯水槽トレー２８となる。また、マットフレーム２の下に保
水層２１又は貯水槽トレー２８を敷設して、両者を除去してセル切除空間３５を形成して
もよい。この場合、該空間３５に設置された植桝３６の下部は敷設面２０となる。
【０１２８】
尚、貯水槽トレー２８の中に植桝３６を配置する場合に、植桝３６の高さに対して貯水槽
トレー２８の貯水レベルが低くなるときには、その分、毛細管現象による吸水の良好な植
物育成材４を選定使用するとよい。
【０１２９】
本実施形態の植栽設備を採用することにより、、低木用の植桝等を配置することが可能に
なるので、景観をより自然な状態とすることができる。
【０１３０】
また、位置ずれ防止部材４０を用いて、植栽マット１を敷設する植栽設備の実施形態につ
いて説明する。
【０１３１】
図４３は本実施形態の植栽設備に於いて敷設した植栽マットと建築物の側壁、ボーダー、
スロープ（又は框）との位置関係を示す概念図である。
【０１３２】
本実施形態の植栽設備は、植栽マット１を敷設面２０に敷設する際に、敷き詰めた植栽マ
ット１の全周の内、植栽マット１と建物の側壁３８の間の空間部３９にマットフレーム２
のリブ５と略同一高さの位置ずれ防止部材４０を配設し、該空間部３９以外の植栽マット
１の側端部には、マットフレーム２の上部から敷設面２０に亘って一端を敷設面２０に固
定するスロープ４１または框４２を配設するものである。
【０１３３】
側壁３８と植栽マット１、保水層２１若しくは貯水槽トレー２８との間の空間部３９には
、植栽マット１の位置ずれ防止部材４０が配置される。この位置ずれ防止部材４０の高さ
は、植栽マット１の上端部にあるリブ５等と略同一平面を形成する。図４４（ａ）は空間
部３９に位置ずれ防止部材４０としてボーダー４０ａを配置した例を示す。
【０１３４】
また、図４４（ｂ）の如く、該空間部３９に位置決め用のコンクリートブロック４０ｂを
配設し、このコンクリートブロック４０ｂと植栽マット１、保水層２１若しくは貯水槽ト
レー２８との間に、所要幅、所要長さのフレキシブルコンクリートマット４０ｃを配置し
、寸法調整を行ってもよい。
【０１３５】
ここで、位置決め部材４０の材質は、木材、プラスチック製・コンクリート製等のブロッ
ク、フレキシブルコンクリートマット、発泡スチロール、コンクリート、又はそれらの組
み合わせなど適宜である。
【０１３６】
上記の空間部３９は、屋上の側壁３８付近にある排水用の凹溝を考慮して、あえて設けて
もよい。即ち、該排水溝の部分には、植栽マット１による人工地盤の形成が困難であり、
側壁３８からある程度離れた位置から人工地盤を形成するのが安全かつ有効である。一例
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として、側壁３８から２０ｃｍ～６０ｃｍ離れた位置に植栽マット１を敷設したものが良
好であった。
【０１３７】
植栽マット１の全周の内、側壁３９と植栽マット１の間以外の場所においては、マットフ
レーム２の上端部付近から敷設面２０に亘るスロープ４１又は框４２を配設して、スロー
プ４１や框４２の少なくとも一端を止め具１８で敷設面２０に固定する（図４４（ｃ）、
同図（ｄ））。
【０１３８】
ここで、スロープ４１、框４２の材質は適宜であるが、スロープ４１の材質の例として、
アルミニウム、木材などが、框４２の材質の例としてアルミニウム、ステンレスなどがあ
る。
【０１３９】
本実施形態の植栽設備のように植栽マット１を敷設することにより、植栽マット１の全周
のうち、建物の側壁３８付近やそれ以外の場所での位置ずれを防止でき、かつ、植栽マッ
ト１による人工地盤の見栄えを向上させることができる。
【０１４０】
【発明の効果】
以上の構成により本発明の植栽設備は、軽量で防根や防水の機能があることから、既存の
ビルの屋上やベランダ等に特別な設備を要せず敷設でき、新建築物に敷設する場合にも特
別なコストを必要としない効果を有する。
【０１４１】
また、本発明の植栽設備を用いることで、土壌や水分の管理が容易な人工植栽地盤を提供
できる効果がある。
【０１４２】
さらに、本件発明による植栽設備或いは人工植栽地盤は、分解可能な軽量資材により組み
立てられるので、その敷設や撤去時には、極めて容易かつ短時間にコストをかけず敷設や
撤去が可能であり、不使用時の管理も容易となる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の植栽設備に於ける植栽マットの第１例を示す斜視図。
【図２】（ａ）は第１例の植栽マットの平面図。
（ｂ）は第１例の植栽マットの断面図。
【図３】（ａ）は第１例の植栽マットのマットフレームの平面図。
（ｂ）は第１例の植栽マットのマットフレームの正面図。
（ｃ）は第１例の植栽マットのマットフレームの断面図。
【図４】（ａ）は第１例の植栽マットのマットフレームの部分平面図。
（ｂ）は第１例の植栽マットのマットフレームの部分正面図。
（ｃ）は第１例の植栽マットのマットフレームのＡ－Ａ線断面図。
【図５】第１例の植栽マットの構成図。
【図６】（ａ）は第２例の植栽マットのマットフレームの部分平面図。
（ｂ）は第２例の植栽マットのマットフレームの部分正面図。
（ｃ）は第２例の植栽マットのマットフレームのＢ－Ｂ線断面図。
【図７】第２例の植栽マットの構成図。
【図８】（ａ）は第３例の植栽マットのマットフレームの斜視図。
（ｂ）は同図（ａ）のマットフレームの周縁部リブの部分断面図。
【図９】（ａ）～（ｄ）は隣接する周縁部リブの連接状態の例を示す部分断面図。
【図１０】（ａ）は第４例の植栽マットの幅広リブを有するマットフレームの平面図。
（ｂ）は第４例の植栽マットのマットフレームの正面図。
（ｃ）は第４例の植栽マットのマットフレームの断面図。
【図１１】（ａ）は第４例の幅広リブを有する植栽マットの平面図。
（ｂ）は第４例の植栽マットの正面図。
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（ｃ）は第４例の植栽マットの断面図。
【図１２】第５例の植栽マットに於ける仕切部材を一体成形したマットフレームの斜視図
。
【図１３】（ａ）は第６例の植栽マットに於ける別体の仕切部材を配置したマットフレー
ムの拡大平面図。
（ｂ）は同図（ａ）のＣ－Ｃ線断面図。
【図１４】（ａ）は上下に一体に嵌合する別例の仕切部材の斜視図。
（ｂ）は嵌合状態にある上記仕切部材の斜視図。
【図１５】凹凸に嵌合する別例の仕切部材の斜視図。
【図１６】円弧部を凹凸に係合する別例の仕切部材の斜視図。
【図１７】仕切部材を有する第６例の植栽マットの斜視図。
【図１８】（ａ）は保水層上に植栽マットを敷設した植栽設備の実施形態を示す平面図。
（ｂ）は上記実施形態のＤ－Ｄ線断面図。
【図１９】（ａ）は保水層上に植栽マットを敷設して給水管を配設する植栽設備の実施形
態を示す平面図。
（ｂ）は上記実施形態のＥ－Ｅ線断面図。
【図２０】給水管を配設する場合の施工概念図。
【図２１】細幅のマットフレームの斜視図。
【図２２】（ａ）は給水管の部分拡大図。
（ｂ）はカバー部材の部分拡大図。
【図２３】（ａ）は保水層上に幅広リブを有する植栽マットを敷設して給水管を配設した
植栽設備の実施形態の平面図。
（ｂ）は上記実施形態のＦ－Ｆ線断面図。
【図２４】保水層上に幅広リブを有する植栽マットを敷設して給水管を配設する植栽設備
の実施形態の施工概念図。
【図２５】貯水槽トレーを使用する植栽設備の実施形態に於ける貯水槽トレー、マットフ
レーム、フィルター層及び植物育成材の構成図。
【図２６】（ａ）は貯水槽トレーを使用する植栽設備の実施形態に於けるマットフレーム
の部分平面図。
（ｂ）は上記実施形態の断面図。
（ｃ）は上記実施形態の貯水槽トレーの断面図。
【図２７】マットフレーム及び貯水槽トレーの一例を示す斜視図。
【図２８】図２７に於けるマットフレームを貯水槽トレーに敷設した状態の斜視図。
【図２９】マットフレーム及び貯水槽トレーの別例を示す斜視図。
【図３０】複数の貯水槽が設けられた貯水槽トレーの他の別例を示す斜視図。
【図３１】貯水槽トレー相互の連結状態を示す斜視図。
【図３２】貯水槽トレー相互の連結状態の変更例を示す斜視図。
【図３３】３種類のマットフレームを敷設して給水管配設空間を形成する植栽設備の実施
形態の概念図。
【図３４】（ａ）は３種類のマットフレームを敷設して給水管配設空間を形成する植栽設
備の実施形態の平面図。
（ｂ）は上記実施形態の断面図。
【図３５】幅広リブを有する１種類のマットフレームを敷設して給水管配設空間を形成す
る植栽設備の実施形態の概念図。
【図３６】（ａ）は幅広リブを有する１種類のマットフレームを敷設して給水管配設空間
を形成する植栽設備の実施形態の平面図。
（ｂ）は上記実施形態の断面図。
【図３７】２種類の貯水槽トレーを敷設して給水管配設空間を形成する植栽設備の実施形
態の概念図。
【図３８】（ａ）は２種類の貯水槽トレーを敷設して給水管配設空間を形成する植栽設備
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の実施形態の斜視図。
（ｂ）は上記実施形態の貯水樋の斜視図。
【図３９】２種類の貯水槽トレーを敷設して給水管配設空間を形成する植栽設備の実施形
態の部分断面図。
【図４０】傾斜勾配を有するスラブ面上に植栽マットを敷設して給水口（Ｋ）及び点検口
（Ｔ）を設けた植栽設備の実施形態の概念図。
【図４１】マットフレームのセルの適宜箇所を切除した植栽設備の実施形態の概念図。
【図４２】植桝に低木を植栽した場合の斜視図。
【図４３】位置ずれ防止部材４０を用いる植栽設備の実施形態に於いて敷設した植栽マッ
トと建築物の側壁、ボーダー、スロープ（又は框）との位置関係を示す概念図。
【図４４】（ａ）は植栽マットと側壁、ボーダーの配置を示す断面図。
（ｂ）は植栽マットと側壁、フレキシブルコンクリートブロック、コンクリートブロック
の配置を示す断面図。
（ｃ）は植栽マットとスロープの配置を示す断面図。
（ｄ）は植栽マットと框の配置を示す断面図。
【符号の説明】
１　植栽マット
２　マットフレーム
３　フィルター
４　植物育成材
８　仕切部材
２１　保水層
２４　給水管
２５　カバー部材
２８　貯水槽トレー
３１　連結部材
３３　貯水樋
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【 図 ３ ８ 】 【 図 ３ ９ 】
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【 図 ４ １ 】
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